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頁

該当項目 意見の要旨 件数 協議会の考え方

1
11

12

障害のあ
る人の状
況

　「２特別支援学級（知的障害固定学
級）」に関して、平成28年度の小学校の数
値「45人」が第２次昭島市特別支援教育推
進計画（案）の数値と異なっている。
　また、12頁「３特別支援学級（情緒障害
等通級指導学級）」の小学校の数値と第２
次昭島市特別支援教育推進計画（案）の数
値と異なっている。

1件

　11頁「２特別支援学級（知的障害固
定学級）」の28年度の小学校の数値
は、46人に訂正いたします。
　第２次昭島市特別教育推進計画
（案）５頁「イ情緒障害等通級指導学
級（特別支援教室）」の数値は、言語
障害・難聴通級指導学級の児童数を除
くとともに、特別支援教室の児童数を
含めた数値となっていることから異
なっておりますが、12頁「３特別支援
学級（情緒障害等通級指導学級）」の
平成27年度の小学校の数値157人につい
ては、156人に訂正いたします。

2 12
障害のあ
る人の状
況

　「３特別支援学級（情緒障害等通級指導
学級）」の表題と、第２次昭島市特別支援
教育推進計画（案）５頁「イ情緒障害等通
級指導学級（特別支援教室）」と表題が異
なっている。

1件

　言語障害、情緒障害等、難聴に関す
る通級指導学級を表記しております
が、第２次昭島市特別支援教育推進計
画（案）との一定の整合性を図るた
め、「３　特別支援学級（通級指導学
級）」に訂正いたします。

3 31 基礎調査

　「②通園・通学や学校生活で困っている
こと」に関して、２点目の説明内容につい
て、精神障害の記載がありなど、説明が異
なっているのではないか。

1件

　精神障害に関する記載は誤りである
ため、『身体障害、知的障害ともに
「療育・機能訓練の機会が少ない」が
３割前後となっています。』に訂正い
たします。

4 51 基本理念

　基本理念に関して、従来の計画の基本理
念と比較し、「共生」の文言が無くなった
が、大事な言葉のため、再考を願いたい。
　また、「ともに」は１対１を連想し対峙
を感じますが、「みんな」はインクルーシ
ブな包括を連想するため、「みんな」に戻
して欲しい。
　更に、「支えあう」は、少しの力でも許
されるのではないかと連想するが、「支え
あい」は対等な力を求められる気がするた
め再考してほしい。

1件

　基本理念のうち、「ともに支え合
い」の考え方としては、「障害のある
人も障害のない人も支え合いながら暮
らす」こと、すなわち「共生」の意味
を含むものとして設定いたしました。
　また、基本理念の考え方は、計画
（素案）において説明していますが、
ご指摘の考え方を踏まえたものとなっ
ていると理解しています。

5 52
基本的視
点

　基本的視点に関して、障害福祉サービス
利用者が、65歳を境に介護保険へ移行する
ことが原則優先される中で、スムーズに移
行するための仕組みが必要と考えます。計
画（素案）には、基本的視点として、「ラ
イフステージに応じた切れ目のない支援」
とあるが、この点について特に項目は設け
られていない。計画（素案）において、ど
の項目が対応するものとなっているのか。
　制度移行の内容が本人には難しく理解の
及ばない場面が見受けられ、相談機関を含
め支援機関が障害当事者と一緒に考えなが
ら移行の手続を踏めるよう早めの対応が望
まれます。
　また、本人にとって必要な障害福祉サー
ビスが介護保険制度にない場合など、移行
に際しては自動的に行うことがないよう配
慮を求めます。

2件

　ご意見の主旨を踏まえ、69頁【施策
の方向】の２点目について、基本的視
点を踏まえた内容が明確になるよう、
「～、引き続き、本人のライフステー
ジに応じたニーズを的確に把握～」と
して、下線部分を追記いたします。
　ライフステージに応じて、利用者の
意向を踏まえ、必要とされる支援が確
実に確保されることが基本と考えてい
ます。
　65歳到達により、介護保険サービス
を一律に優先的に利用するものではな
く、利用者の個別の状況や必要として
いる支援内容を踏まえる中で、介護保
険サービスの利用については、利用者
の意向を適切に把握し、総合的に判断
するものと理解しており、引き続き、
こうした対応に努めてまいります。
　また、移行の手続については、相談
支援事業所やサービス提供事業所と連
携を図り、丁寧な説明と時期を捉えた
対応を図ってまいります。

 第５期昭島市障害福祉計画（素案）に関するパブリックコメントの回答案について
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6 53 基本目標

　基本目標に関して、各基本目標の結語が
「まちづくり」になっているが、障害者福
祉施策の目標で「まちづくり」は則してい
ないのではないか。

1件

　基本目標は「まちづくり」そのもの
を目的としているわけではなく、障害
福祉施策を展開し、目指すべき「ま
ち」の姿を目標として設定することを
意図しているため、各基本目標の結語
を「～まち」に修正いたします。

7 57

相談支援
体制と情
報提供の
充実

　「１相談支援体制と情報提供の充実」に
関して、「基幹相談支援センター」につい
て重要な課題であると示しています。今
後、昭島市において、相談支援機能の充実
は必要であると認識しており、基幹相談支
援センターの設置はその中心をなすものと
して早急に求められるものと考えます。

1件

　基幹相談支援センターの必要性は認
識しており、地域生活支援拠点等の必
要な機能としても位置付けられている
ことから、引き続き、設置に向けた検
討を続けてまいります。

8 57

相談支援
体制と情
報提供の
充実

　障害当事者とその家族にとって、相談場
所が分からないという状況が存在します。
相談支援機関の周知について、広く市民に
知らせていく必要があるとともに、地域支
援協議会の相談支援部会が作成したマップ
を活用し、広報などで市民に知らせていく
必要があると考えます。

1件

　地域支援協議会が作成した相談支援
事業所マップの活用を図る中で、ホー
ムページ等による周知・啓発に努めて
まいります。

9 57

相談支援
体制と情
報提供の
充実

　相談支援においてサービス等利用計画の
作成やモニタリングは障害福祉サービスを
利用している障害当事者を支える上で重要
な手続となっていますが、計画作成の依頼
が増加する中で実務的な対応とならざるを
得ない場面が多くなっています。
　障害当事者を支える相談支援として機能
するためにもサービス等利用計画案作成に
対する補助等支給が行われる必要があると
考えます。

2件

　特定指定相談支援に関する給付費
は、障害者総合支援法等に基づく費用
算定基準により給付されております。
従いまして、市独自の補助を実施する
ことには、困難性があります。

10 57

相談支援
体制と情
報提供の
充実

　市役所の窓口において、障害当事者に対
する情報保障が求められており、他の自治
体で行っているように、窓口等に手話通訳
者の設置が求められると考えます。

1件

　ご意見の主旨は理解いたします。今
後の検討課題としてまいります。

11 57

相談支援
体制と情
報提供の
充実

　57頁最下部の「ノーマライゼーションの
理念の普及」に関して、誰もが抵抗なく障
害のある人を受け入れるような社会にする
ためにも、子どもの頃からの教育現場か
ら、共生の理念を育てることができるよう
になると良いと思います。

1件

　計画（素案）は、ご意見と同様の方
向性で取りまとめられており、67頁な
どにおいて、具体的な記述もございま
す。引き続き、共生の理念を育む取組
の推進に努めてまいります。

12 57

相談支援
体制と情
報提供の
充実

　【施策の方向】の１点目に、「～身近な
場所で気軽に相談できるように～」とある
が、障害のある人とその家族にとって身近
で相談できる場があるということはとても
重要で、相談支援事業所の役割はとても大
きいと思う。
　しかし、相談や面談に対して人員が少な
い中で対応しており、多くの問い合わせに
対応できていない現状があるとともに、市
民ニーズに対して履行していくためにも、
相談支援事業を手厚くし、昭島市独自の施
策として予算をつけてほしい。

1件

　相談支援事業については、３事業所
に対して業務委託により実施しており
ます。
　相談支援事業の充実の必要性は、認
識しておりますが、市独自の更なる財
政的支援は、その財源確保などに課題
があり、困難性がございます。
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13 59

相談支援
体制と情
報提供の
充実

　No16「障害者スポーツの普及・啓発」に
関して、2020年に向けて障害者（児）福祉
ネットワークと協力してイベントを開催で
きるとよい。

1件

　貴重なご意見として、庁内の関係部
署や関係団体等と共有させていただき
ます。

14 59

相談支援
体制と情
報提供の
充実

　No14「各種イベントを通じた広報・啓発
活動の充実」に関して、広報・啓発だけで
はなく、障害のある人もない人も交流・理
解し合うための取組やイベントなどの実施
が必要だと思います。

1件

　貴重なご意見として、庁内の関係部
署と共有させていただきます。

15 60
権利擁護
の推進

　障害者差別解消支援地域協議会の設置に
向けて、計画（素案）では「既存の会議体
の活用を図るなど、具体的な取組を進めま
す」とあるが、具体的にどのように進める
のか。
　障害者差別解消支援地域協議会に期待さ
れる役割には、適切な相談窓口への紹介、
具体的事案の対応例の共有・協議や構成機
関等における調停、斡旋など、様々な機能
が期待されている。

1件

　障害者差別解消支援地域協議会は、
既存の協議会の性質や構成員等の意見
等を勘案しつつ、障害当事者を取り巻
く状況など地域の実情を踏まえる中で
設置を検討することが、国の指針で示
されています。現時点においては、地
域支援協議会（全体会）の活用を視野
に入れています。

16 60
権利擁護
の推進

　【現状と課題】の２点目に「～障害のあ
る人の人権を守るとともに、自己決定を支
援しています。」とあるが、本人が望んで
も家族の要望が尊重されているのではない
かと感じる。
　【施策の方向】に「自己決定支援をしな
がら」という文言があると良いと思いま
す。
　また、虐待防止や権利擁護に関しての周
知が弱いと感じるので、市民にもわかりや
すい周知活動を強化してほしい。

1件

　ご意見の主旨を踏まえ、【施策の方
向】の１点目の成年後見に関する記載
について、「～障害のある人の自己決
定を支援するとともに、障害のある人
の虐待防止と擁護者に対する～」とし
て、下線部分を追記・修正いたしま
す。
　また、虐待防止や権利擁護に関する
周知等の取組については、引き続き、
研修会の開催やホームページなどによ
る周知・啓発に努めてまいります。

17 61
権利擁護
の推進

　No18「成年後見制度の利用促進」に関し
て、報酬助成制度の整備などの充実を図る
必要があると思います。

1件

　現在、一定の基準で報酬助成制度を
実施しております。成年後見制度の利
用の促進に関する法律も制定されたこ
とから、引き続き、財産の管理等に支
援が必要な人たちを社会全体で支え合
う取組みを進めてまいります。

18 64
障害のあ
る子ども
への支援

　児童発達支援センター及び(仮称)教育福
祉総合センターは、平成32年４月開設予定
であり、事業内容欄に「児童発達支援セン
ターにおける障害のある子どもの支援の充
実」、「児童発達支援センターと教育福祉
総合センターの連携を図り、切れ目のない
支援の充実をめざす」を記載してほしい。

1件

　児童発達支援センターについては、
(仮称)昭島市児童発達支援センター事
業詳細計画に基づき取組が進められて
いますが、詳細は未定となっておりま
す。したがいまして、ご意見のような
具体的な内容を第５期計画に記載する
ことには、困難性があります。

19 67
特別支援
教育の充
実

　特別支援教育の充実に関して、普通級に
就学する障害児ついての記載がないため、
医療的ケアも含め介助員の配置などに関す
ることも記載してほしい。

1件

　通常の学級において、特別な支援が
必要な児童・生徒には、保護者の同意
を得た上で学校からの申請に基づき、
特別支援教育支援員を配置しておりま
す。
　また、現在、医療的ケアを行うこと
ができる介助員や支援員等の配置はあ
りませんが、今後、配置の必要がある
場合には検討してまいります。こうし
たことから、施策の方向の３点目に次
の下線の記載を追加します。
「～理解を図るとともに、特別な支援
が必要な児童・生徒には、必要に応じ
て特別支援教育支援員を配置するな
ど、特別支援教育の視点～」
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20 67
特別支援
教育の充
実

　学校教育法施行令の一部改正について
（通知） 平成25年９月１日付け25文科初
第655号の「第１　改正の趣旨」には、
『障害のある児童生徒の就学先決定につい
て、一定の障害のある児童生徒は原則とし
て特別支援学校に就学するというこれまで
の基本的な考え方を改め、市町村の教育委
員会が、個々の児童生徒について障害の状
態等を踏まえた十分な検討を行った上で、
就学先を判断・決定する仕組みに改められ
た。』との内容の記載がある。
　また、同通知の「第３　留意事項」の１
には、『障害者基本法第16条には障害者の
教育に関して規定されており、障害のある
児童生徒等の就学に関する手続は、これら
の規定を踏まえて対応する必要があること
や、改正後の学教育法施行令第18条の２に
基づく意見の聴取は、市町村の教育委員会
において、視覚障害者等が特別支援学校就
学者に当たるかどうかを判断する前に十分
な時間的余裕をもって行うものとし、保護
者の意見を可能な限りその意向を尊重しな
ければならないこと』との内容になってい
るが、昭島市においても当該項目の実現を
お願いしたい。

1件

　教育委員会では、児童・生徒の就学
先について、文部科学省の通知等に基
づき、就学相談を実施し、本人、保護
者の意向を十分に確認した上で、相談
を進め、総合的な観点から、本人の力
が伸ばせる環境が整っている就学先を
就学支援委員会にて判定しています。
こうしたことから、ご意見の内容に
沿った対応が図られているものと理解
しております。

21 69
訪問系
サービス
の提供

　障害のある人が、地域で自分らしく暮ら
す上で、生活の支援は大切なサービスであ
ると考えますが、現在、ホームヘルパーの
人材不足が深刻な状況にあり、人材確保策
として、募集や養成を市のバックアップ体
制がある中で行うことは有効であると考え
るとともに、ホームヘルプ事業への補助等
支援策が講じられることも必要であると考
えます。

1件

　福祉人材の確保は喫緊の課題である
と認識しており、関係機関と連携し、
確保に向けた取組に努めてまいりま
す。
　また、一定の国の基準による給付費
が支給されている事業への市独自の補
助については、困難性があります。

22 70
日中活動
系サービ
スの提供

　短期入所は、障害当事者やそのご家族に
とって重要な利用形態であり、計画（素
案）では今後更に増える方向を想定してお
り、施設の設置は急務と考えます。
　地域生活支援拠点等の中で、更に設置が
見込まれていますが、身体・知的・精神そ
れぞれの障害特性に対応できる短期入所施
設の増設が必要であると考えます。

1件

　短期入所施設が不足していることは
認識しており、計画（素案）では、地
域生活支援拠点等の機能の中で整備す
ることを目標の一つとしております。
　また、これ以外にも可能な手法があ
るかどうかについても、検討してまい
ります。

23 70
日中活動
系サービ
スの提供

　【現状と課題】の２点目に「～ライフス
テージに応じた切れ目ない支援を図る～」
との記載に関して、特別支援学校高等部卒
業生の進路面だけでなく、介護保険とのは
ざまにいる高齢障害者等にも視点をあてて
ほしいと思います。

1件

　ライフステージに応じて、利用者の
意向を踏まえ、必要とされる支援が確
実に確保されることが基本と考えてい
ます。
　65歳到達により、介護保険サービス
を一律に優先的に利用するものではな
く、利用者の個別の状況や必要として
いる支援内容を踏まえる中で、介護保
険サービスの利用については、利用者
の意向を適切に把握し、総合的に判断
するものと理解しており、引き続き、
こうした対応に努めてまいります。
　また、移行の手続については、相談
事業所やサービス提供事業所と連携を
図り、丁寧な説明と時期を捉えた対応
を図ってまいります。
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24 70
日中活動
系サービ
スの提供

　【施策の方向】において、生活介護施設
の整備に関して記載があるが、50頁などで
「場所の確保のむずかしさ」も挙げられて
いるが、整備に向けて実現してほしい。

1件

　計画（素案）記載のとおり、生活介
護施設を整備することについて、検討
してまいります。

25
70
71

日中活動
系サービ
スの提供

　No53「生活介護」に関して、立川基地跡
地内への整備の際には、障害のある人の日
中の過ごし方を充実させるよう生活介護と
して実施する事業の内容については、市内
の障害のある人の現状課題を踏まえて決定
してほしい。

1件

　具体的な検討はまだですが、市内の
障害のある人の現状や課題を踏まえて
対応する必要があると認識していま
す。

26
70
71

日中活動
系サービ
スの提供

　No56「短期入所」に関して、短期入所施
設の設置は急務であり、利用を希望しても
常に待機状態です。地域生活支援拠点等だ
けでなく、市内に多数設置する必要がある
ため、【施策の方向】の「検討を行いま
す」の記載より急務であることの表現にし
てほしい。

1件

　市内に短期入所施設が不足している
ことは十分に認識しておりますが、現
状では、計画（素案）以上の記載内容
とすることには困難性があります。

27 71
日中活動
系サービ
スの提供

　No57「地域活動支援センター事業」に関
して、障害当事者にとって日中の居場所と
して機能しており、地域生活を支える重要
な場所となっています。現在、昭島市には
１か所のみ設置されており、多様な障害特
性に対応した居場所の設置にはほど遠い状
態にあります。
　市内にはさまざまな障害当事者が行く場
所もない状態にあると思われます。こうし
た状況をなくし、障害当事者が地域で自分
らしく生活を送るためにも地域活動支援セ
ンターが増えることが必要と考えます。

3件

　地域活動支援センターの必要性につ
いては認識しておりますが、事業の財
源や実施する事業者、実施場所の確保
など、多くの課題があり、第５期計画
期間において、具体的に位置づけるこ
とには困難性があります。

28
71
72

日中活動
系サービ
スの提供

　障害当事者の家族の高齢化が進む中で、
これまで家族からの支援により生活をして
いる障害当事者にとって、地域生活を継続
する上で、短期入所及び共同生活援助の利
用は必要不可欠です。
　市内には、どちらの施設も不足している
状況にあり、短期入所及び共同生活援助の
施設を更に増やす必要があります。

1件

　短期入所や共同生活援助の施設が不
足していることは認識しており、計画
（素案）では、地域生活支援拠点等の
機能の中で整備することを目標の一つ
としています。
　また、これ以外にも可能な手法があ
るかどうかについても、検討してまい
ります。

29 72
居住系
サービス
の提供

　No59「共同生活援助」に関して、グルー
プホームの更なる設置は、障害種別を問わ
ず多くの障害当事者や家族が望んでいる
が、土地の確保が難しい面もあり、市から
の積極的な情報提供を望むとともに、国有
地以外でも市内の土地を検討してほしいと
思います。
　93頁《サービス量確保のための方策》の
「地域移行を促進する視点から、地域にお
ける居住の場としての共同生活援助（グ
ループホーム）の新規開設への支援に努め
ます。」の記載を、72頁の【施策の方向】
にも記載し、実効性を伴うよう設置される
ことを望みます。

1件

　グループホームの更なる必要性につ
いては、認識しており、活用できる土
地の情報が得られた場合には、積極的
な検討を進めてまいります。
　また、93頁の記載内容を72頁にも記
載してほしいとのご意見ですが、72頁
【施策の方向】の２点目に、立川基地
跡地以外についてもグループホームの
整備促進に関することについて記載を
しております。

30 73
その他の
サービス
の提供

　No63「日常生活用具給付事業」に関し
て、地域生活支援事業であり、市町村の裁
量で給付種目の支給基準等を設定すること
ができることから、障害当事者の意見等を
反映した運用を行ってほしい。

1件

　日常生活用具の給付については、障
害当事者からの意見、財源の確保や利
用の状況等を踏まえ、必要に応じ制度
の見直しを行っています。引き続き、
こうした対応を図ってまいります。
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 第５期昭島市障害福祉計画（素案）に関するパブリックコメントの回答案について

31 74
経済的支
援の実施

　地域生活を行う上で経済的支援は不可欠
であり、年金、生活保護、手当など当事者
が制度を理解し、受給できるよう制度の充
実と手続の支援を進めてほしい。

1件

　計画（素案）に記載のとおり、経済
的支援制度の周知や適切な支給に努め
てまいります。

32 74
経済的支
援の実施

　No73「心身障害者福祉手当支給事業
【都・市制度】」に関して、市制度では以
前、精神障害者にも手当の支給がありまし
たが、支給対象に加えてほしい。

2件

　ご意見の主旨は理解いたします。貴
重なご意見として庁内で共有させてい
ただきます。

33 76
雇用・就
労の支援

　No79「障害のある人の職域の拡大」に関
して、市に積極的に進めてもらいたいと思
います。担当課が産業活性課となっている
が、障害特性や支援者・事業所等の状況を
理解している方が必要なため、障害福祉課
も担当し、連携強化など促進してほしいと
思います。
　昭島市内の企業の中には障害者雇用を促
進するという事には限界を感じていて、
もっと別な形で地域の福祉と何かできない
かと考えている企業が潜在的に存在してい
ます。昭島市商工会との関わりだけでな
く、市内のＣＳＲ関係者等との交流の場を
作ってほしいと思います。

1件

　障害のある人の雇用促進に関して
は、引き続き、庁内の関係部署や関係
機関などと連携を図ってまいります。
また、市内のＣＳＲ関係者等との交流
の場の設置につきましては、貴重なご
意見として庁内で共有させていただき
ます。

34 77
雇用・就
労の支援

　No84「障害者就労施設等の自主製品の展
示・販売コーナーの設置」に関して、販売
コーナーとしてしっかり機能する必要があ
ります。
　現在のあいぽっくの場所は、喫茶室に入
らないと見ることができなく、展示・販売
として機能しておらず、誰でも見やすくな
いと設置している意味がないため、「来所
者が見やすく購入しやすい場所に設置しま
す」としてほしい。

1件

　ご指摘の主旨は理解いたしますが、
施設内のスペースに余裕がないことや
施設管理上の課題もあり、ご指摘の記
載には困難性があります。

35 77
雇用・就
労の支援

　No85「障害者就労施設等の自主製品・食
品などの販売促進」に関して、 昭島市内
でのイベント販売では、出店料などの軽減
が更にあると良いと思います。

1件

　ご意見の主旨は理解いたしますが、
イベント実施事業者の判断によるもの
であると理解しています。

36 77
雇用・就
労の支援

　No86「障害者就労施設等への物品等の優
先調達の推進」に関して、昭島市での取組
を周知徹底、強化してほしい。
　また、受注可能内容が市民にもわかると
利用者の工賃アップにもつながる可能性が
あるので、わかりやすく周知してほしい。

1件

　引き続き、庁内における優先調達の
拡充に努めるとともに、ホームページ
等において周知・啓発を図ってまいり
ます。

37 77
雇用・就
労の支援

　No86「障害者就労施設等への物品等の優
先調達の推進」に関して、庁舎内への周知
も考慮し、業務委託などの役務の提供に関
することを記載してほしい。 1件

　ご意見の主旨を踏まえ、内容欄を次
のとおり修正します。
「障害者就労施設等からの物品等の調
達方針に基づき、物品の購入や業務の
委託などの受注機会の拡大を図るとと
もに、施設が供給可能な物品や業務な
どの周知にも努めます。」

38 84
地域福祉
の推進

　福祉人材の不足が、現実的に障害福祉
サービスの提供に大きな影響を与えてお
り、居宅介護を担うヘルパー不足は深刻な
状況です。
　今後においても、福祉人材の不足が深刻
な状況になると考えられますが、人材確保
についてどのようにお考えですか。

1件

　ホームヘルプサービスに限らず福祉
人材の確保は喫緊の課題であると認識
しております。関係機関と連携し、確
保に向けた取組に努めてまいります。
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39 84
地域福祉
の推進

　障害当事者との交流について、小学校や
中学校で障害当事者との関わりがさらに求
められると考えます。学校に任せるのでは
なく、市や社会福祉協議会など関わり合い
のある機関が共同して交流会などの企画を
行う必要を感じます。
　No112「福祉ボランティア教育の推進」
の具体的な検討内容を教えてほしい。

1件

　小・中学校では、総合的な学習の時
間において福祉に関する学習を進めて
おり、社会福祉協議会と連携し、車椅
子体験や高齢者福祉施設との訪問交流
なども実施しています。引き続き、各
学校の児童・生徒の実態や地域の実情
に応じた活動に取り組んでまいりま
す。

40 84
地域福祉
の推進

　No114「移動支援従事者養成研修の実
施」に関して、内容に記載の事由もある
が、ガイドヘルパーの単価によるところも
大きな原因だと思うが、ヘルパー派遣事業
所も採算が成り立つ状況にしてほしい。

1件

　ご指摘の主旨は理解いたしますが、
取組には財源の確保が大きな課題とな
ることから、今後の検討課題とさせて
いただきます。

41 86
地域生活
支援拠点
等

　立川基地跡地の利用に関して、地域生活
支援拠点の機能となる施設を、法人が建設
し運営するという方向が出ています。
　しかし、障害当事者の支援が安定して継
続的に行われるためには運営体制が安定し
ていることが求められており、一法人が担
うのではなく、行政の責任として建物もそ
の運営も担うという方向が望ましいと考え
ます。

1件

　市が施設を建設し直営で運営する際
には、国や東京都からの補助金が交付
されず財源の確保に大きな課題が生じ
ます。自ら事業を適切に運営する社会
福祉法人が、現実としてある中では、
こうした対応には困難性があります。
　事業者を公募する際に公募条件等を
適切に設定し、安定した運営が確保で
きるように対応してまいります。

42 90

障害児福
祉計画に
おける成
果目標

　児童発達支援センターの設置に関して、
相談対応では迅速な対応を望むとともに、
相談窓口では、市の子ども育成課と障害福
祉課との連携ができるように希望します。 1件

　児童発達支援センターは、（仮称）
昭島市児童発達支援センター事業詳細
計画に基づき、具体的な検討が進めら
れています。詳細計画では、相談事業
の取組方針や障害福祉課との連携など
も明らかにされており、適切な対応が
図られるものと理解しています。

43 91

障害福祉
サービス
等の見込
量

　居宅介護の利用状況やサービスの見込量
について、身体介護・家事援助・通院等介
助という支給決定ごとに集計してほしい。 1件

　障害福祉計画に係る国の基本指針に
基づく記載です。したがいまして、ご
意見のようなまとめ方には困難性があ
ります。

44 91

障害福祉
サービス
等の見込
量等

　障害福祉サービス等の見込量の数値につ
いて、実績や数値目標を身体介護・家事援
助などより詳しい内容に分けることで市の
課題が見えるのでは。
　また、短期入所や就労継続支援Ａ型な
ど、他市の施設を利用している状況が計画
（素案）の数値からは読み取れなく、本来
は昭島市内で利用できることが望ましいと
考えるので、他市利用はその内容を表記で
きるようにしてほしい。

1件

　計画（素案）では、利用状況ではあ
りませんが、市内における「サービス
提供事業所の状況」を記載しておりま
す。
　表記方法については、障害福祉計画
に係る国の基本指針に基づくもので、
これを改めることは困難性がありま
す。

45 92
日中活動
系サービ
スの提供

　短期入所（福祉型）の見込量に関して、
見込量が少なすぎると考えます。
　実績値は、平成24年度が5.4人日/月、平
成25年度が5.2人日/月となっており、年々
少なくる傾向がありますが、これは利用の
ニーズが少なくなった訳ではなく、他市の
施設も含めた利用者数の増加とともに、短
期入所を十分に確保することが難しくなっ
たと考える方が現実的であると思われま
す。受給者証は、原則月７日の支給決定が
されておりますが、実際には、半数程度し
か利用できていないように考えます。
　70頁に記載のあるとおり、地域生活支援
拠点等の整備により短期入所施設は増える
ものと考えられますが、見込量の算出に
は、月7日利用するものとして算定するべ
きではないか。

1件

　ご指摘の主旨は理解いたしますが、
サービス等の見込量については、短期
入所（福祉型）に限らず、サービスの
利用状況などから設定又は算出してい
ます。
　また、地域生活支援拠点等の整備時
期や機能が確定していない中では、見
込量に反映することには困難性がござ
います。したがいまして、計画（素
案）に記載のとおりといたします。
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46
92
93

日中活動
系サービ
スの提供

　93頁≪サービス量確保のための方策≫に
関して、医療的ケアに関するニーズについ
て記載がないが、「～利用者のニーズ
～」、「～市内にサービス提供事業所のな
いサービス～」の意図としては、医療的ケ
アへのニーズが含まれている内容になって
いるのか。
　また、90頁には、(３)重症心身障害児の
支援体制の整備、(４)医療的ケア児支援の
ための関係機関等の協議の場の設置の記載
があり、早期からの対応や関係機関との連
携は、非常に有効だと思っている。

1件

　計画（素案）93頁の記載は、医療的
ケアへの対応も含めたものとなってい
ます。
　また、重症心身障害者児や医療的ケ
アを必要とする児童への対応について
は、計画（素案）記載のとおり取組に
努めてまいります。

47 94

障害福祉
サービス
等の見込
量

　入所施設・精神病院からの地域移行を進
めるために移行先となる社会資源の確保、
移行支援にかかわる支援者の存在など様々
な環境整備が求められます。また、支援に
関しては、退院・退所後の生活支援のため
に複数の事業所の多大な協力が必要になる
ため、サービス量を見込んだ人材確保を図
ると同時に、支援力を高めるための学習会
など環境整備への取組が必要となると考え
ます。　こうした環境整備及び人材の育成
について、どのように考えているのか。

1件

　地域移行・地域定着支援について
は、市内の社会資源や人材が不足して
いることなど、様々な課題があるもの
と認識しております。
　地域生活支援拠点等の整備について
は、地域移行・地域定着支援を進める
ことも目的の一つとなっていることか
ら、引き続き、整備に向けた具体的な
検討を進めてまいります。

48 94

障害福祉
サービス
等の見込
量

　計画相談支援の見込量が増えていくこと
は、保護者などの障害福祉サービスへの関
心の高さからも想像できるが、各相談支援
事業所が抱えている件数も大変多いと聞い
ている。
　各相談支援事業所が対応できなくなった
結果、やむを得ずセルフプランになる方が
出ないような配慮をお願いしたい。

1件

　ご意見のような状況は、あってはな
らないことと理解しています。そのた
めの対応に努めてまいります。

49 96

障害福祉
サービス
等の見込
量等

　地域活動支援センター（Ⅰ型）の見込量
について、28・29年度の利用状況を考慮す
る中では、第５期計画見込量が据え置きに
なっているのは、利用ニーズの高い事業で
あることから、おかしいのではないか。
　また、地域活動支援センターⅠ型の増
設、Ⅱ型の新設を計画に盛り込んでほし
い。

1件

　見込量については、利用実績等を勘
案し、概ね4,100人程度で推移するもの
と見込んでおります。
　また、地域活動センターの整備に関
しては、事業の財源や実施する事業
者、実施場所の確保など、多くの課題
があり、第５期計画期において、具体
的に位置づけることには困難性があり
ます。

50 97
計画の推
進

　計画の推進に関して、「ニーズの把
握」、「提供体制の整備」に記載のあると
おりに実施し、市の財政負担のない事業は
やる、市の財政負担のある事業はやらない
というような判断ではなく、障害のある人
のニーズに即した事業展開をしてほしいと
思います。

1件

　障害福祉施策に限らず、財政的な負
担が伴う市民ニーズについては、市の
現状や財政状況、また、その必要性や
緊急性、費用対効果などを踏まえ、総
合的に検討し、決定してまいります。

51 98

障害者地
域支援協
議会との
連携

　地域支援協議議会の各専門部会に活動費
として予算措置されたことは活動する市民
にとって、意欲向上にもなります。地域の
課題やニーズなどを把握し、ともに考える
場として行政側からも参加して頂けると、
より良い信頼関係を築くことができ、ス
ムーズに支援に結びつくのではないか。
　勤務上の問題などもあると思うが、昭島
を共に支え合い安心して暮らせる街にする
ために、ボランティアの活動も必要ではな
いか。

1件

　貴重なご意見として、庁内の関係部
署と共有させていただきます。

8/10



No
該当
頁

該当項目 意見の要旨 件数 協議会の考え方
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52 99
計画の進
行管理

　自立支援推進協議会が障害福祉計画の進
行管理のチェック機関であり、今後の昭島
市の障害福祉の展開を支える主要な機関で
あると考え、開催回数や審議内容には市民
が注目していると考えます。今後、第５期
計画を進行管理するためにも適切に開催さ
れることが求められます。
　また、地域支援協議会及び専門部会との
連携を図るとともに、今後も地域支援協議
会との懇談会を適宜開催されることを求め
ます。

2件

　第４期計画期間における計画の進行
管理においても、自立支援推進協議会
を開催し「目標等管理シート」により
ＰＤＣＡサイクルによる評価を実施し
ております。
　また、懇談会については、引き続
き、開催する予定でおります。

53 99
計画の進
行管理

　計画の進行管理に関して、「～、ＰＤＣ
Ａサイクルのプロセスに沿って～障害者自
立支援推進協議会を中心に～」とあるが、
計画策定年度以外は自立支援推進協議会の
開催が少ないため、評価から先に進みにく
く、ＰＤＣＡがサイクルとして機能する形
になっていないため、機能するための具体
的な実施方法の明記が必要であると思いま
す。
　また、市内の方以外にも関わってもら
い、中立な立場での視点が入るよう検討し
てほしい。昭島市と同規模程度の自治体の
障害関係者や当事者等が入るだけでも、客
観的な目が入るようになり、他市の事例な
ども参考にできると思います。

1件

　第４期計画期間の進行管理おいて
も、自立支援推進協議会を開催し「目
標等管理シート」を活用しＰＤＣＡサ
イクルによる評価を適切に実施したも
のと認識しております。
　また、委員については、ご意見を踏
まえ、どのような取組が可能となるの
か、今後の検討課題とさせていただき
ます。

54

市
へ
の
意
見
等

-

　障害者も健常者もともに共生していくこ
とが求められ、計画（素案）でも示してい
るが、障害者の意見陳述の場、聴いて頂け
る場は健常者と違い、その窓口が狭いこと
も事実である。計画案では、国との対比で
目標値の設定があり、この観点からは一応
の判断ができるが、市としての取組が、計
画（素案）からは具体的理解が困難であっ
た。
　障害者の多くの参加を求め、意見を聴
く、その意見を総合的に勘案して障害者の
皆さん方も納得できる計画案を作成するた
め、①従来の目標は達成した。②出来な
かった。③今後どうするかなどを大きな観
点から、計画案の基礎的事項に集約し、こ
の案を一般市民の人達にパブリックコメン
トとし、開示で得た意見等も加えて初めて
計画（素案）とすること等、計画案策定の
手続を今後改めるための内部討議を希望し
ます。

1件

　計画（素案）の策定については、自
立支援推進協議会に諮問するととも
に、障害当事者も参加する地域支援協
議会にも意見をお聴きし、障害者手帳
所持者を対象とした基礎調査、事業所
や団体を対象としたアンケート調査や
ヒアリングなどの結果を踏まえ、策定
を進めております。
　また、パブリックコメントも手続指
針に基づき行っており、更には、市民
説明会を実施し、幅広く意見をお聴き
しております。
　今後につきましては、障害当事者や
関係者、市民の皆様の意見をどのよう
に集約して行くかについて、積極的な
姿勢を維持する中で、どのような対応
が可能となるのか、検討いたします。

55

市
へ
の
意
見
等

-

　計画の冊子に音声コードが設定されるこ
とは、評価できますが、計画（素案）には
設定されていません。これでは障害当事者
が計画（素案）を理解し、パブリックコメ
ントに応募するには困難をともないます。
　また、障害当事者には漢字を読むことが
難しい方もおられ、ふりがながないことで
計画を理解することができないという方も
おられますが、障害当事者がしっかりと読
めるよう、計画（素案）及び計画にはふり
がなを付けていただけることが望ましいと
考えます。

1件

　ご意見の主旨は理解いたします。今
後の検討課題としてまいります。
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 第５期昭島市障害福祉計画（素案）に関するパブリックコメントの回答案について

56
市意
へ見
の等

-

　使用する言葉に関して、障害の「害」の
字の使用や障害者の「者」の位置付けにつ
いて、市の考え方は。

1件

　計画（素案）では、国の法令などの
表記に合わせ「障害」と表記していま
す。
　また、障害者に関する表記について
は、固有名詞等を除き、基本的に「障
害のある人」と表記しています。

57
市意
へ見
の等

-

　委託相談支援事業所が行っている相談内
容について、地域支援協議会や自立支援推
進協議会にて、市の一定の書式に則って開
示してほしい。 1件

　相談支援事業の相談実績などの統計
的な資料については、年１回東京都へ
報告しており、自立支援推進協議会に
報告した経過もございます。今後につ
きましても、一定の時期に報告させて
いただきます。

58
市意
へ見
の等

-

　第５期障害福祉計画の当事者向け説明会
の開催を望みます。

1件

　パブリックコメント実施時におい
て、計画（素案）に関する説明会を障
害当事者の方も対象として実施してお
ります。

59
市意
へ見
の等

-

　パブリックコメント実施時の市民説明会
において手話通訳者を配置するなど、誰も
が市政に参加し考えることができる場を設
けたことは大変良いことだと思います。今
後も続けてほしい。

1件

　パブリックコメント実施時の市民説
明会については、引き続き、実施して
まいります。
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